
本連載では，ポジション・ペーパーを12項目
で定義している。12項目には，収益認識の会計
処理の方針決定だけでなく，関連するリスクや
内部統制も含めている。そうすることで，組織
内のすべての者の財務報告意識を高めることを
意図している。
今回の記載例は，前編第５回記載例②と同様，
本人と代理人の区分が対象論点であるが，両者
の結論は異なる。また，ともに財またはサービ
スが提供される前に，対象となる財またはサー
ビスを「支配」しているか否かを判定している
が，「本人」評価に際しての提供前支配の３指
標を考慮するか否かで両者は相違する。両者を
比較することにより，本人と代理人の区分のエ
ッセンスを読み取ってほしい。

また，対象取引を新規ビジネスとし，全社的
な内部統制における収益認識の検討プロセス
（前回参照）の運用の説明としての位置づけを，
この記載例に加える。
なお，本文中意見に関わる部分は私見である。

Ⅰ ��ポジション・ペーパーの記載例

１　対象取引の概要（図表１）
（特徴）
対象取引は，当社が運営するウェブサイトを
通じた物品販売取引であるが，当社と顧客以外
に他の当事者である供給者が存在する。
（類似取引）
外注業者や下請業者に履行義務の一部または

Ⅰ

〔図表１〕電子商取引のECサイト運営の概要

Ａ社
当社

B社
供給者

電子商取引のECサイト運営者
（検討中の新規ビジネスモデル）

製品X

顧客ウェブサイト

契約情報
履行義務
の内容

• ウェブサイトの運営（顧客はウェブサイトを通じ
て多くの供給者から製品を直接購入可能）
• 当社は，顧客に製品Xが供給されるように手配し
た後は，顧客に対してそれ以上の義務を負わない

支払条件 • 当社は，注文が処理される前に顧客に支払を求め
ており，すべての注文について返金は不要である

その他 • 当社のウェブサイトにより顧客と供給者の決済が
容易になる

（当社とB社の契約条件）
• 製品 Xの販売価格の10％を当社の手数料として受
領する
• �製品 Xの販売価格は，B社が設定する
• 製品 Xの欠陥は供給者の製品保証に基づいて行わ
れる
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第➋回

本人と代理人の区分（代理人の場合）

回 内容（第３回以降は予定）　※前編全６回は企業会計2019年11月号から2020年４月号に掲載

第1回５つのステップの重要性 第3回 履行義務の充足に係る進捗度の見積り 第5回 重要な権利を顧客に与えるオプション
第2回 本人と代理人の区分（代理人の場合） 第4回 財またはサービスに対する保証 第６回 顧客に支払われる対価



全部を依頼する取引等（前編第５回記載例②参
照）。

２　５つのステップの該当する論点（図表２）
前編第５回記載例②と本記載例は取引内容が
全く異なる。前編第５回記載例②は特別仕様の
設備供給であり，本記載例はウェブサイトを通
じた物品販売ある。しかし，企業会計基準第29
号「収益認識に関する会計基準」（以下「収益
認識会計基準」という。）と企業会計基準適用
指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用
指針」（以下「収益認識適用指針」という。）の
５つのステップにおける論点に違いはない。ま
た，ともに本人と代理人の区分の論点が生じて
いる。２つの記載例の「２ ５つのステップの
該当する論点」の図表を比較してほしい。そう
すると２つの重要な示唆が得られる。
�　すべての取引で，５つのステップごとに
論点の有無の検討が必要である。
�　取引内容が異なっても，企業と顧客以外
に他の当事者が存在する取引の場合には，企

業では本人と代理人の区分の論点が生じる。

３　従来の基準または実務

　当社にとって初めてのビジネスモデルである

ため，従来の基準または実務の確認ではなく，

既存の類似取引の有無を確認する。レベニュ

ー・ストリーム一覧と論点整理マップを確認し

たところ，取引内容は異なるが，「本人と代理

人の区分」の論点が前編第５回記載例②と同じ

であると判断した。

新規ビジネスの収益認識の検討では，「２ ５
つのステップの該当する論点」の検討とあわせ
て，企業グループ内に同様の論点を含む既存の
取引がないか検討する。また，その際，レベニ
ュー・ストリーム一覧や論点整理マップを使っ
て，類似取引を確認することが効率的かつ効果
的である。
なお，論点が同じでも判定結果は異なる等，
検討過程の記録・保存が望まれる取引について
は，追加でポジション・ペーパーを作成する。

〔図表２〕当該取引の論点
ステップ 当該取引の論点 参照等

⑴　顧客との契約を識別する 「１．対象取引の概要」参照 ―

⑵�　契約における履行義務を
識別する

◦�　財またはサービスに対する保証 後編
第４回（予定）

◦�　別個の財またはサービスか否か 前編
第３回
記載例②

◦�　本人と代理人の区分 対象論点

⑶�　取引価格を算定する 取引価格に変動対価等が含まれるか否か 前編
第１回

⑷�　契約における履行義務に
取引価格を配分する

複数の履行義務の場合は，取引価格の配分の論点が生じ
る

前編
第３回
記載例③

⑸�　履行義務を充足するにつ
れてまたは充足した時に収
益を認識する

◦�　一定の期間にわたり充足される履行義務か否か
◦�　一定の期間にわたり充足される履行義務の場合は，
履行義務の充足に係る進捗度の見積り

◦�　一定の期間にわたり充足される履行義務でない場合
は，一時点で充足される履行義務と判定される

◦�　一時点で充足される履行義務の場合は，支配移転の
時点決定

前編
第２回
記載例①
前編
第４回
記載例
①②
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４　基準等の定めと検討ステップ（図表３と図
表４）
前編第５回記載例②（本人の場合）と，本記
載例（代理人の場合）との違いは，収益認識適
用指針47項の提供前「支配」の３つの指標（例
示）を考慮しているか否かである。
前編第５回記載例②（本人の場合）は，「別
個の財またはサービスか否か」（収益認識会計
基準34項⑴⑵と収益認識適用指針５項，６項⑴
⑵⑶）の検討の結果，別個の財またはサービス
の束の移転を約束する単一の履行義務と判定さ
れる。なぜなら，他の当事者から受領した財ま
たはサービスを，他の財またはサービスと統合
させる重要なサービスを提供しているからであ
る。したがって，収益認識適用指針44項⑶を
（同項の例示と同様）提供前に支配しているた
め，必然的に本人と判定される。その結果，収
益認識適用指針47項の３指標（例示）の考慮が
不要なのである。

これに対して，本記載例（代理人の場合）で
は，収益認識適用指針44項⑴⑵⑶の判定におい
て，財またはサービスが顧客に提供される前に，
当該財またはサービスを企業が「支配」してい
ると判定できないため，収益認識適用指針47項
の提供前支配（の可能性を示す）３つの指標
（例示）を考慮しているのである。
つまり，前編第５回記載例②と本記載例は収
益認識適用指針47項の３指標（例示）を考慮す
るかしないかの相違はあるが，ともに，財また
はサービスが顧客に提供される前に，当該財ま
たはサービスを企業が「支配」しているか否か
を判定している点が共通している。この支配の
有無の判定が，本人と代理人の区分判定のエッ
センスであり，また３つの指標は考慮指標かつ
例示にすぎないのである（取引の状況によって
は他に有力な指標があるかもしれないし，３つ
すべてを必ずしも満たす必要はない）。

〔図表３〕５つのステップの論点の具体的な検討内容
財またはサービスに対する保証� （後編第４回（予定））
収益認識適用
指針
34,35項

追加の保証サービス
か否か

　供給者の製品Xに対する保証は，製品Ｘの欠陥は供給者の製品保
証に基づいて行われるため，当社の履行義務とは関係がない。

別個の財またはサービスか否か� （前編第３回記載例②）
収益認識会計
基準34項⑴⑵
収益認識適用
指針５, ６項
⑴⑵⑶

別個の財またはサー
ビスか否か

　当社は，顧客に製品Xが供給されるように手配した後は，顧客に
対してそれ以上の義務を負わないため，当該取引における顧客に移
転を約束した財またはサービスは，製品Xのみであると判断した。
　したがって，当該取引は製品Xの供給に関する単一の履行義務で
あると判断した。

本人と代理人の区分の判定
収益認識適用
指針41項

判定単位 　上記の検討により，単一の履行義務である製品Xの供給について，
本人と代理の区分の判定を行う。

収益認識適用
指針42項⑴

判定手順⑴
顧客に提供する財ま
たはサービスの識別

　製品Xを，顧客に提供すべき特定された財として識別する。

収益認識適用
指針42項⑵ ,�
43項

判定手順⑵
顧客提供前「支配」
の判定

　以下の検討により，製品Xが顧客に提供される前に当社は当該製
品Xを支配していないと判断した。
　製品Xが顧客へ提供される前のどの時点においても，当社は製品
Xの使用を指図する能力を有しておらず，便益を享受していないため，
当該ウェブサイトを通じて注文する顧客に製品Xが提供される前に，
当社は製品Xを支配していないと判断した。

収益認識適用
指針44項⑴⑵
⑶�

顧客提供前「支配」
の対象
⑴�財またはその他の
資産

　顧客に提供される前に当社が支配しているか否かの検討対象は製
品Xとし，収益認識適用指針44項⑴について以下の検討を行った。
　－�　当社は製品Xを顧客以外の当事者に提供されるように手配す
ることはできない。

対象論点

126 企業会計　2020　Vol.72　No.8 （1134）



収益認識適用指針42項
判定手順⑴
顧客に提供する財
またはサービスの識別

本人

収益認識適用指針指針
39項

本人取引に該当する場合
と会計処理

NO

YES

収益認識
適用指針
41項
判定単位

収益認識適用指針42項 判定手順⑵
顧客への提供前「支配」の判定

収益認識適用指針43項
顧客への提供前に「支配」しているか否か

代理人
収益認識適用指針40項　代理人取引に該当する場合と会計処理

収益認識適用指針44項⑴⑵⑶
提供前「支配」対象の特定

収益認識適用指針47項⑴⑵⑶
提供前「支配」の３つの考慮指標

収益認識会計基準34項⑴⑵
収益認識適用指針5項，6項⑴⑵⑶
別個の財またはサービスか否か
（記載例②） 収益認識適用指針45項

法的所有権獲得に関する留意点

〔図表４〕本人と代理人の判定ステップ（イメージ図）

⑵�サービスに対する
権利

⑶�他の当事者から受
領した，他の財ま
たはサービスと統
合させるもの

　－�　当社は供給者が製品Xを顧客に提供することを禁止すること
はできない。

収益認識適用
指針47項⑴⑵
⑶
なお，136項

顧客提供前「支配」
の３つの考慮指標
（例示）

　製品Ｘは収益認識適用指針44項⑴に該当すると判定できないため，
収益認識適用指針47項の顧客提供前「支配」の可能性を示す３つの
指標（例示）を以下のとおり考慮する。その結果，顧客提供前に，
当社は製品Ｘを支配していないと判断した。
⑴ �約束の履行に対する主たる責任
　－�　供給者は，顧客に製品Xを提供するという約束の履行に対し
て主たる責任を有している。

　－�　一方，当社は，供給者が製品Xを顧客に提供できない場合に
製品Xを提供する義務はなく，製品Xを提供するという約束の
履行に対する責任も負わない。

⑵　顧客への提供前後での在庫リスク
　－�　当社は，製品Xが顧客に提供される前後のどの時点において
も在庫リスクを有していない。

　－�　当社は，製品Xを顧客が購入する前に製品Xを供給者から取
得する約束をしておらず，製品Xの損傷または返品に対する責
任も負っていない。

⑶　価格設定における裁量権
　－�　製品Xの価格設定において，当社には裁量権がなく，販売価
格は供給者によって設定される。

　なお，収益認識適用指針136項は，信用リスクについては，代理人
であるという判定を覆す可能性があるため考慮しないとしている。

一定の期間にわたり充足される履行義務か否か� （前編第２回記載例① , 第４回記載例①②）
収益認識会計
基準38項⑴⑵
⑶①②

一定の期間にわたり
充足される履行義務
の３要件のいずれか
を満たすか

　収益認識収益認識会計基準38項の３要件をいずれも満たさないた
め，一時点で充足される履行義務と判断した。
　また，支配移転の一時点は，供給者により製品Xが顧客に提供さ
れるよう手配するという約束を当社が充足する時と判断した。
　具体的には，以下の理由により，顧客からの注文データを供給者
に引き渡した時点と判断した。
　◦�　当社は注文が処理される前に顧客に支払を求めており，すべ
ての注文について返金は不要である。

　◦�　顧客に製品Xが提供されるように手配した後は，顧客に対し
てそれ以上の義務を負わない。

127企業会計　2020　Vol.72　No.8

主要論点を
ピックアップ

収益認識のポジション・ペーパー記載術（後編）

（1135）



５　代替的な取扱い

該当なし。

６　結　論

　当該取引の対象となる財またはサービスは，

製品Xである。

　供給者から顧客に製品Xが提供される前に

当社は，製品Xを支配していない。したがって，

顧客との約束は，供給者により製品Xが顧客

に提供されるように手配するという履行義務で

あり，当社は代理人に該当するため，手数料の

金額を収益と認識する。

７　具体的な会計処理

顧客からの注文データを供給者に引き渡した�
時点
� （単位：千円）
顧客との�
契約から生じた
債権（売掛金）

100／ 手数料収入 100*1

*1　1,000千円×10%＝100千円

８　会計処理のため必要になる情報等

　会計処理のためには，供給者，顧客，そして

商品売買に関するデータが必要になる。これら

のデータの改竄，たとえば同一商品の複数回の

取引処理や供給者データと顧客データの操作に

よる手数料の架空計上リスクは，関連する IT

統制等で定型的に対応する。

　本記載例では，新規ビジネスの収益認識の検

討に関する必要情報等，リスクそして内部統制

について記載する。新規ビジネスの収益認識の

判定のため，契約情報や取引実態等の把握が必

要になる。当該取引は，ビジネスモデル自体の

判定である。

　なお，個別取引の本人と代理人の区分判定が

継続的に必要な場合の会計処理と正確性担保の

ための情報は，前編第５回記載例②（本人の場

合）を参照する。

９　財務報告上の業務（サブ）プロセス

　新規ビジネスに関する収益認識の検討を企

画・提案プロセスの業務に組み込み，新たに財

務報告上の業務プロセスに追加する。

　具体的には，後編第１回（５つのステップの

重要性）で言及した全社的な内部統制の「収益

認識の検討プロセス」を，新規のビジネスや取

引に対して適用するサブプロセスである。

10　リスクの分析と評価（図表５）
不正リスクと誤謬リスクに分類し，図表５の
ように整理した。

11　高リスクの根拠

　当社グループは，多様な財またはサービスを

顧客に提供している。また，新規ビジネスへの

取組みやM＆Aによる事業領域の拡大に積極

的である。新規ビジネスや新規取引において，

収益認識の対象（単位），金額そして時期の複

分類 リスクの内容 高リスク
不正 ◦�　収益認識の対象（単位），金額そして時期の複合的な操作による不正リスク 〇
誤謬 ◦�　全社的な収益認識の理解不足により，財務諸表利用者に十分な開示が行えないリスク

◦�　経理部門の収益認識の理解不足により，将来の経営戦略の展開に経理部門が制約に
なるリスク
◦�　経理部門の収益認識の理解不足により，判断や見積りを誤るリスク
◦�　営業部門等の収益認識の理解不足により，判断や見積りを誤るリスク

〇

〔図表５〕不正リスクと誤謬リスク
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合的な操作による不正リスクや，収益認識会計

基準の誤った理解による誤謬リスクが存在する。

12　内部統制の構築とキーコントロール
（KC）の選定
後編第１回（５つのステップの重要性）で整
備した全社的な内部統制（収益認識の検討）の
具体的な運用を図表６に記載する。
ポジション・ペーパー12項目は，それ自体が
新規ビジネスの収益認識の検討プロセスになっ
ている。また，この12項目を実施する際の企業
の内の役割分担は，従来の全社的な内部統制で
説明できる。つまり，３つの防衛線がそれぞれ
の役割を果たし（図表７），そして取締役会
（特に社外取締役）（監督）と監査役等（監査）
は監督・監査機能（図表８）を担う。

Ⅱ �記載例の補足説明

１　ポジション・ペーパーの活用
本連載は，組織内のすべての者の収益認識に
関する意識の向上，つまり全社的な内部統制の
向上のため，ポジション・ペーパーを活用する
ことを意図している。具体的には，ポジション・
ペーパー12項目自体が，収益認識における開示，
会計，そして内部統制の実務を一元化して検討
するプロセスになっている。活用のポイントは
以下のとおりである。
 �　新規ビジネスについても，12項目の順序で
検討する。

�　これまで蓄積された知見やノウハウは，同
じく12項目で検討済みの他のポジション・ペ
ーパーを参照することで活用できる。

 �　レベニュー・ストリーム一覧や論点整理マ

〔図表６〕収益認識に関する全社的な内部統制の整備と運用
類型 詳述（後編第１回参照） KC※ 運用

⑴�　定型化 「収益認識の検討プロセス」（基本方針，フ
レームワーク，そしてツール） 〇 ポジション・ペーパー12項目による

収益認識の検討（図表７参照）
⑵� �非定型的要
素の特定と対
応

非定型的�
要素の特定 対応

上位者か
らのプレ
ッシャー
による恣
意的な判
断や見積
り

�　取締役会と監査役等の監督・
監査機能
�　内部監査部門の独立的評価
�　経理部門の日常的モニタリ
ング
�　営業部門等の上席者や会議
体による日常的モニタリング

新規のビ
ジネスや
取引等

汎用性の高さや応用力の向上を
意図した「収益認識の検討プロ
セス」の活用

〇

３つの防衛線の役割分担と取締役
会・監査役等への報告（図表８参照）
特に，以下の対応
◦�　経理部門による，内部監査部門
への収益認識のリスクや内部統制
に関する積極的な情報提供

◦�　経理部門による，会計監査人
（監査法人）との会計処理の協議
と監査上の主要な検討事項
（KAM）対応

⑶��　判断過程と
見積り根拠の
記録・保存

■　レベニュー・ストリーム一覧
■　ポジション・ペーパー
■　論点整理マップ

〇
収益認識の検討過程の経理部門によ
るツールでの記録・保存（図表７参
照）

⑷�　情報の正確
性と網羅性の
チェック

　会計処理と開示（表示と注記）に関する
定性的情報について，レベニュー・ストリ
ーム一覧から，ポジション・ペーパーと論
点整理マップへブレイクダウンしてロジカ
ルに説明可能な体系にする。

〇

経理部門（第２線）によるレベニュ
ー・ストリーム一覧，ポジション・
ペーパー（12項目），そして論点整
理マップの作成，更新，そして活用
（図表７参照）

⑸�　職務分掌 　収益認識に関する取締役会と監査役等の
監督・監査機能，そして３つの防衛線の役
割分担 〇

収益認識の検討と３つの防衛線の役
割分担（図表７参照）
３つの防衛線と取締役会・監査役等
への報告（図表８参照）

※全社的な内部統制に関するものであるため，すべてキーコントロールに選定している。
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〔図表７〕収益認識の検討と３つの防衛線の役割分担

収益認識の検討
営業部門等
（第１線）

経理部門
（第２線）

内部監査部門
（第３線）

【ポジション・ペーパー12項目による検討】
１　対象取引の概要
２　５つのステップの該当する論点
３　従来の基準または実務
４　基準等の定めと検討ステップ
５　代替的な取扱い
６　結論
７　具体的な会計処理
８　会計処理のため必要になる情報等
９　財務報告上の業務（サブ )プロセス
10　リスクの分析と評価
11　高リスクの根拠
12�　内部統制の構築とキーコントロール (KC) の選定
【ツールによる検討過程の記録・保存】

１次判定
情報提供

２次判定

検討

協議

決定
独立的 
評価

実施

報告

指示

検証
実
施

レベニュー・
ストリーム
一覧

論点
整理
マップ

ポジション
・ペーパー
（12項目） 活用

作成

更新

活用

活用

〔図表８〕３つの防衛線と取締役会・監査役等への報告経路

【凡例】 ：報告経路
 　　　
 　　　　*a　：収益認識のリスクや内部統制に関する積極的な情報提供
 　　　　*b　：会計処理の協議と監査上の主要な検討事項（KAM）対応等

（※）上記は，監査役会設置会社を前提としている。

取締役会（監督）

監査役会

会計監査人

（監査）

代表取締役社長（執行）

経理部門
（第２線）

営業部門等
（第１線）

内部監査
部門

（第３線）

*b

*a
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ップを活用して，対象取引と同様の論点がな
いかどうかを確認する。

 �　複数の論点や取引の比較（たとえば，今回
の場合は論点が同じ異なる取引の比較，つま
り前編第５回記載例②との比較）が，論点の
理解を深めることに役立つ。
なお，比較により，論点の理解を深めてほし
い本連載のポジション・ペーパー記載例を，図
表９に例示する。

２　収益認識に関する全社的な内部統制の運用
⑴�　収益認識の検討と３つの防衛線の役割分担
（図表７）
ポジション・ペーパー12項目による収益認識
の検討は，営業部門等と経理部門のやり取りで
進める。

12項目のうち影響度調査（現状確認）（第１
項目から第３項目）において，１次判定と経理
部門（第２線）への情報提供を，営業部門等
（第１線）が実施する。
特に，新規のビジネスや取引に関して，「２．
５つのステップの該当する論点」，つまり収益
認識の対象（単位），金額，時期，そして不確
実性に留意して検討する必要がある。といって
も，抽象的なキーワードだけでは判定が進まな
いため，すでに作成したレベニュー・ストリー
ム一覧，ポジション・ペーパー，そして論点整
理マップが検討の際に役立つ。
レベニュー・ストリーム一覧と論点整理マッ
プを使って，対象取引の類似取引（類似論点を
有する取引を含む）を確認し，類似取引のポジ
ション・ペーパーを参考に，対象取引の契約情

〔図表９〕本連載のポジション・ペーパーの記載例の比較による論点の理解の深化

本連載のポジション・ペーパーの記載例の比較（例示） 比較のポイント

・�前編第３回記載例②
（別個の財またはサービ
スか否か）

・�前編第３回記載例①
（ライセンスの供与）
・�前編第５回記載例①
（有償支給取引）
・�前編第５回記載例②
（本人と代理人の区分
（本人の場合））
・�後編第２回（本人と代
理人の区分（代理人の
場合））

・�後編第４回（予定）（財
またはサービスに対す
る保証）

収益認識の対象（単位）は履行義務である。
履行義務の識別は顧客に提供することを約束し
た財またはサービスの特定から始まる。財また
はサービスの特定は，別個の財またはサービス
か否かの判定により行う。
換言すれば，別個の財またはサービスか否か

の判定は，顧客に提供することを約束した財ま
たはサービスを特定し，履行義務を識別するた
めに実施するということである。
ライセンスの供与，有償支給取引，本人と代

理人の区分，財またはサービスに対する保証，
いずれも対象論点の検討の前に，「別個の財また
はサービスか否か」，つまり検討対象とする財ま
たはサービスの特定からスタートする。

・�前編第４回記載例①
（顧客による検収と出荷
基準等の取扱い）
・�前編第４回記載例②
（請求済み未出荷契約）

・�前編第５回記載例②
（本人と代理人の区分
（本人の場合））
・�後編第２回（本人と代
理人の区分（代理人の
場合））

これらの記載例の対象論点は異なるが，「支配
移転（の有無）の検討」で共通する。
顧客による検収と出荷基準等の取扱いも，請

求済み未出荷契約も，一時点で充足される履行
義務と判定した後の支配移転の時点決定の論点
であり，ともに顧客への販売プロセスの各時点
で支配移転（の有無）を検討する。
本人と代理人の区分でも，顧客に提供する財

またはサービスを特定した後で，当該財または
サービスを顧客に提供する前に企業が支配して
いるか否かで，会計処理が決定される。
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報（履行義務の内容，支払条件，その他（顧客
の期待や業界慣行等））を特定する。また，そ
の他の既作成のポジション・ペーパーも，収益
認識の検討プロセスの具体例であるので，検討
プロセスの全体像を営業部門等が理解するため，
活用できるであろう。
営業部門等からの報告を受けて，経理部門は
１次判定の結果をレビューし（２次判定），収
益認識会計基準と収益認識適用指針，そして既
作成のポジション・ペーパー等に基づき検討を
行う。その際，当該論点について新規のポジシ
ョン・ペーパーを作成すべきか否かの判断も行
う。また，財務数値や経営方針等への影響が大
きい場合は，前広に会計監査人（監査法人）と
協議することも重要である。このようにして会
計処理の方針決定（12項目の第１項目から第
８項目）がなされる。
次は，リスクの識別と内部統制の構築（第9
項目から第12項目）である。ここでのポイン
トは，経理部門が日常的モニタリング機能を発
揮することである。つまり，キーコントロール
として選定できる経理部門や営業部門等の上席
者の日常的モニタリングと職務分掌を構築でき
るように，経理部門が内部統制の構築を主導す
るのである。
「８ 会計処理のため必要になる情報等」の適
切な入手や処理を阻害する要因が，財務報告上
のリスクである。
会計処理の方針決定の際に，経理部門が主導
して財務報告上のリスクを特定し，当該リスク
を低減する内部統制の構築とあわせて，営業部
門等に指示することが重要である。もちろん，
経理部門では気づかない現業部門のリスクも存
在すると思われる。そのようなリスクの識別も，
当然営業部門等に指示する。
営業部門等では，上席者が主導して，職務分
掌に留意した内部統制を構築する。特に自身の
承認行為が実効的なものになるように，どの資
料を，どのようなリスクを想定して，何を確認
するのか，を明確にする。なお，資料自体の正

確性と網羅性をチェックする仕組みも重要であ
る。また，必要に応じて会議体を組成して，重
要なリスクに対しては複数人のチェックが行わ
れる体制を構築する。
経理部門は，自部門内の日常的モニタリング
の体制を構築するとともに，指示した結果が適
切に反映されているか，営業部門等からの報告
結果（内部統制の整備状況）を検証する。
このような検討結果が，ポジション・ペーパ
ーにまとめられる。経理部門がポジション・ペ
ーパーの作成と更新の役割を担う。
内部監査部門は，営業部門等と経理部門の職
務分掌が適切に運用されているかを独立的に評
価する。

⑵�　３つの防衛線と取締役会・監査役等への報
告経路（図表８）
さらに，全社的な内部統制の監督・監査機能
の観点からは，３つの防衛線からの経営者（執
行），取締役会（特に社外取締役）（監督），そし
て監査役等（監査）への報告経路も重要になる。
通常，経理部門（第２線）の直接の報告先は，
経営者（執行）になると思われる。取締役会
（特に社外取締役）（監督）や監査役等（監査）
といったガバナンスを担う機関への報告は，内
部監査部門（第３線）が担当することが多いで
あろう。
その前提に立てば，収益認識に関する不正・
誤謬リスクに対して，全社的な内部統制として
の監督・監査機能の実効性を確保するためには，
経理部門（第２線）の行動が極めて重要になる。
具体的には，経理部門（第２線）が，収益認
識に関する重要なリスクと内部統制に関する情
報を，積極的に内部監査部門（第３線）へ提供
するとともに，会計監査人（監査法人）との協
議（会計処理の協議だけでなく，監査上の主要
な検討事項（KAM）対応を含む）を通じて，
監査役等（監査），そして取締役会（特に社外
取締役）（監督）を収益認識の議論に巻き込む，
そういった行動が大切である。
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